
詰め合わせ化粧品 (医薬部外品を含む)の 自主基準について

(醤埜暦曇縁昌撃吊指蜜髪雷篭吊)

今般,日 本化粧品工業連合会,日 本石鹸洗剤工業会及び日本歯磨工業会の3団 体から,昭 和

52年 1月 8日 付けの日本化粧品工業会の自主規制を改正 し,新 たな自主規制を行う旨の申し出

があったので,今 後の監視指導 上の参考にされたい。

また,日 本化粧品工業連合会,日 本石鹸洗剤工業会及び日本歯磨工業会の加盟団体員以外の

化粧品製造業者の製造する詰合わせ化粧品 (医薬部外品を含む。)に ついても,本 基準に準 じ

て指導されるよう何分の御配慮を煩わしたい。

なお,昭 和52年 1月 8日 薬監第4号 業務局監視指導課長通知 「詰め合わせ化粧品 (医業部外

品を含む。)の 自主基準について (通知)」は廃止する。



「詰め合わせ化粧品 (医薬部外品を含む。)の 自主基準」の改正について

日本石鹸洗剤工業会会長,

「詰め合わせ化粧品 (医業部外品を含む)の 自主基準について」は昭和52年1月 8日 付を以

つて日本化粧品工業連合会の自主基準 として実施 して参 りましたが,今 般これを改正 し,日 本

化粧品工業連合会,日 本石鹸洗剤工業会及び日本歯磨工業会の 3団体による自王基準 として別

紙の通 り改正 し,そ れぞれの傘下会員メーカーに連絡 し,こ れに従って処理 して参ることにな

りましたので,こ の段ご報告申し上げます.

口己

「詰め合わせ化粧品 (医業部外品を含む。)の 自主基準」改正

化粧品 (医薬部外品を含む。以下同じ。)の 詰め合わせは,詰 め合わせた化粧品が,1か ら

5ま での規定に適合するように行うものとするcた だし,専 ら運搬の利便のみを目的としてダ

ンボール箱等に詰め合わせる化粧品及び流通段階において消費者の求めに応じて詰め合わせる

化粧品については,こ の基準の対象としないG

l,詰 め合わせる個々の化粧品 (直接の被包 (容器)の ないものを除く。)及 び詰め合わせ箱

には,そ れぞれ次の(1)に掲げる事項を表示するものとする。ただし,(2)の表の左欄に掲げる

詰め合わせ化粧品については,右 欄に掲げる事項を省略することができるものとする。

なお,詰 め合わせ箱に,当 該箱の中に含まれる化粧品の製造番号又は製造記号を特定でき

る 「詰め合わせ番号又は詰め合わせ記号」が表示されていれば,必 ず しも個々の化粧品の

「製造番号又は製造記号」を表示する必要はないものとする。

(1)表 示事項

製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所

医薬部外品の場合は,「医薬部外品Jの 文字

名称 (一般的名称のある医薬部外品の場合は,そ の一般的名称)

製造番号又は製造記号

重量,容 量又は1回数等の内容量

厚生大臣の指定するものにあっては,そ の使用の期限

厚生大臣の指定する成分を含有するものにあっては,そ の成分の名称

その他厚生省令で定める事項

表示を省略できる事項

馬:毛亀こ:             官事法上の表示がなさ
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め合わせたものであって,こ の欄の 3に 規定する以外の詰め合

わせ化粧品 (石けん,シ ャンブーのギフ トセット等)

2 数 種類の化粧品を1品 日として許可された別記 Iに該当する

化粧品の容器に別に許可を受けた化粧品 (別記のⅡに記載され

たものに限る,)を 収納 した t)の (メーキャップ用パレット類

キ)

詰め合わせ箱中の個々の化粧

品の指定成分表示

十ケ毛敢予法&己を;倍禄士曇厨ど'どだ,群号夫|;|
_1_上ヱニニ竺空上空ユ空 上J  十 一上

けt)「 トラベルセットJ[小 容器の化粧品 1医薬部外品を含む。)な どを詰め合わせた旅行セット]

「トラ イアルセット」[試用のために2種 以上の化粧品 (医業部外品を含むi)を 詰め合わせ

たものであって,試 用により使い切るもの]

「分包セットJ[同 種の化粧品 (医業部外品を含む。)を 2種 以上詰め合わせたものであって,

品質の保持,使 用の利便に供するためのもの]

詰め合わせ箱にあっては,そ の総称名を次のように表示することは差 し支えないものとす

総称名は,詰 め合わせ箱の表示事項が表示された同一の場所に表示事項 と併記 して表示

することじ

12+ 総称名は,詰 め合わせされた化粧品の使用目的,使 用対象者,又 は詰め合わせ内容を明

らかにするものであって,内 容物の品質又は効能 。効果について誤解される恐れのないも

のであること。

D 使 用目的を表わすもの

(例示)○ ○○旅行用セット,○ ○○おはようセット

○○○おlRl呂セット,○ ○○パックセット

12, 使用対象者を表わすもの

(例示) O① O花 嫁セット,〇 〇〇メンズセット

0 詰 め合わせ内容を表わすもの

(例示) ① OOギ フトセット,○ ○○セット

ただし,① OOは ,会 社名,ブ ランド名及びシリーズ名等をいう。また,こ れらの総

称名で詰め合わせ化粧品を区別するために記号を附記することも差し支えないものとす

る。

3 子 供用化粧品セットにメーキャップ化粧品を詰め合わせることは,認 めないものとするの

4.詰 め合わせる化粧品は,そ の用法,用 量に照らし,誤 用等に支障のないものとする。

5。 化粧品に関連のある物品 (雑貨)を 化粧品と同一の容器に収納 し,又 は詰め合わせを行っ

ても差 し支えないものとする。
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(房」言己)

I 数 種類を1品 目として許可された化粧品

1,一つの容器に回着されたもので,次 の組合せのもの

(1)同 一用途のもの

イ 2色 以上の口紅      ホ  2色 以上のフアンデーション

ロ.2色 以上のアイシャドウ  ヘ .2色 以上の眉墨

ハ 2色 以上のアイライナー  ト  2色 以上の頬紅

二,2色 以上のおしろい    チ  2色 以上のマスカラ

(2)同 一種類のもの

イ 眉 墨十アイシャドウ    ハ .頬 紅十アイシャドウ

ロ.眉 墨十頬紅        二  眉 墨十アイシャドウキ頬紅

2 以 上の組合せ以外のもの

(1)1の (2)の各品目十お しろい

(2)ア イライナー十マスカラ

(鉛筆状のもので混和 される恐れのないものに限る。)

H 収 納 してよい化粧品

1 回 紅

2 ペ ンシル型 (万年筆型を含む。)の アイライナー,ア イシャ ドウ,マ スカラ及び眉墨


